
 

令和 4年 5月 11日 

質 問 回 答 書 

 

業者各位 

中讃広域行政事務組合  

管理者 

 

 契約の目的 中讃広域行政事務組合ごみ処理施設集約化事業に関する業務委託 

  

標記に係る質問について、下記のとおり回答します。 

 

質     問 回     答 

①【実施要領 P3「4(1)キ」】 

過去 10 年間の業務実績について、実績件数

は様式 2 に記載のある 6 件以上は、「欄を追

加し、使用すること。」と記載がありますが、

実績件数の上限はありますでしょうか。 

①上限はございません。御社で実績になると思

われるものは記載いただいて、差支えござい

ません。 

 

 

②【実施要領 P5「5(2)」】 

参考資料④に「クリントピア丸亀廃棄物処理

施設長寿命化総合計画(令和 2年度)」とあり

ますが、今回の業務内容の「クリントピア丸

亀長寿命化総合計画の策定」との関係をご教

示ください。 

 

参考資料の閲覧時に参考資料③～⑤を貸与

又はコピーをいただくことは可能でしょう

か。或いは、貸与又はコピーが不可の場合は、

技術提案書の作成目的以外に使用しないこ

とを前提に、写真撮影は可能でしょうか。 

 

閲覧方法について、閲覧資料の写真撮影は可

能でしょうか。 

 

閲覧時間については、閲覧日時の間であれば

制限はないと考えてよろしいでしょうか。 

②参考資料④は、環境省「インフラ長寿命化 

計画(行動計画)」に基づき策定された「個別

施設ごとの長寿命化計画」になります。内容

が令和 2年度時点のものになりますが、維持

補修履歴等、一部重複する項目もございます

ので、内容を精査しつつ、本業務の「クリン

トピア丸亀長寿命化総合計画の策定」にご活

用ください。 

 

閲覧資料の貸与及びコピーは不可ですが、業

務提案書の作成目的以外に使用しないこと

を前提に、写真撮影やメモをとることは可能

です。 

 

 

 

閲覧日時の間であれば制限はございません。 

（土日祝日を除きます。） 



 

③【実施要領 P7「8(3)オ」】 

業務項目毎とは、仕様書目次の「第 2 章 業

務内容」の両括弧番号毎と考えてよろしいで

しょうか。 

③業務項目毎とは、「1 クリントピア丸亀長寿

命化総合計画の策定」「2 ＰＦＩ等導入可能

性調査」「3 プラスチックごみ等に関する調

査」の 3項目を想定しておりますが、両括弧

番号毎でも差支えございません 

④【実施要領 P7「8(4)」】 

業務提案書の頁数に指定はありますでしょ

うか。頁数に指定がある場合は上限数(表

紙・目次を除く)をご教示ください。また A3

版の頁数の数え方(1 頁又は 2 頁)についても

併せてご教示ください。 

 

 業務提案書の作成において枚数制限は無い

ものと考えてよろしいでしょうか。 

  

 ページ番号を付す位置については指定が無

いものと考えてよろしいでしょうか。 

  

 業務提案書の作成において白黒、カラーの指

定は無いものと考えてよろしいでしょうか。 

④業務提案書の枚数制限はございません。プレ

ゼンテーションで使用すること等も考慮し、

必要と思われる範囲で作成をお願いいたし

ます。 

また、A3版は 1枚で 1頁としてください。 

 

 

 

 

 

ページ番号を付す位置に指定はございませ

ん。 

 

白黒、カラーの指定はございません。 

⑤【実施要領 P9「9(2)」】 

二次審査の評価基準の別紙をご教示して 

いただくことは可能でしょうか。 

  

 別紙に基づき評価を行うと記載されていま

すが、別紙がありません。評価基準を見せて

もらえることは可能でしょうか。 

⑤二次審査の評価基準については、公表してお

りません。 

 

 

⑥【仕様書 P4「第 2章 1」】 

 「リサイクルプラザ棟については、必要に応

じて、検討を行うものとする。」とあります

が、どのような場合に必要と考えられるかご

教示願います。 

 

(2)施設保全計画の作成、(3)延命化計画の策

定において、プラントメーカーに対するヒア

リングや資料提供を受けることは問題ない

と考えてよろしいでしょうか。 

⑥クリントピア丸亀の工場棟部分の設備的基

幹改良工事を行うにあたり、リサイクルプラ

ザ棟の工事も必要な箇所があることが判明

した場合等を想定しております。 

  

  

業務遂行に必要な範囲でのヒアリングや資

料提供等は問題ございません。 



 

⑦【仕様書 P7「第 2章 3」】 

 プラスチックごみの調査とありますが、構成

市町別に組成分析された結果はあるのでし

ょうか。（可燃ごみとして排出されているの

であれば、可燃ごみの組成分析）また、結果

がある場合、時期・サンプル数などご教示願

えますでしょうか。 

 

 

 (3)総括及び課題等の整理において、「燃焼効

率や発電効率に影響し、基幹的設備改良工事

での対応や･･･････、具体的な対応策ととも

に明確にしておく。」とありますが、本内容

について既存のプラントメーカーに対する

ヒアリング等が可能と考えてよろしいでし

ょうか。 

⑦構成市町別に組成分析は行っておりません

が、焼却施設毎に、昭和 52年 11月 4日付環

整第 95号(厚生省環境衛生局水道環境部環境

整備課長通知)に基づくごみ質分析を行って

おります。こちらの調査は、年 4回行ってお

り、本業務に着手する際には、採取日や分析

量を記載した調査結果を提供することは可

能です。 

  

 業務遂行に必要な範囲でのヒアリングや資

料提供等は問題ございません。 

⑧【様式 2】 

「2 長寿命化総合計画の策定、ＰＦＩ等導

入可能性調査等、本業務に関連する業務実

績」の記載のうち、長寿命化総合計画の策定

はＡの業務実績、ＰＦＩ等導入可能性調査は

Ｂの業務実績に該当するものと考えて問題

ないでしょうか。また、「等」の記載があり

ますが、Ａ及びＢ以外の業務実績を記載した

場合、評価の対象となりますでしょうか。 

⑧その認識で問題ございません。 

また、本業務に関連する業務や類似業務の実

績であれば、評価の対象となる可能性はござ

います。 

 


